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 平成２５年第６回美郷町議会臨時会 

議 事 日 程 （第１号） 

 

平成２５年７月５日（金曜日）午前１０時開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 議長の諸般の報告 

１）例月出納検査の報告（平成２５年５月分） 

２）平成２５年第３回大曲仙北広域市町村圏組合議会臨時会の概要報告 

３）平成２５年第１回大仙美郷環境事業組合議会臨時会の概要報告 

４）平成２４年度の経営状況及び平成２５年度事業計画の報告 

  ・六郷開発株式会社 

第 ４ 町長の招集あいさつ 

     議案上程（説明） 

第 ５ 報告第８号 専決処分事項の報告について 

第 ６ 報告第９号 専決処分事項の報告について 

     議案上程・議案審議（説明～質疑～討論～表決） 

第 ７ 議案第４８号 平成２５年度美郷町一般会計補正予算第４号 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 



出席議員（１７名） 

 
１番 中 村 美智男 君  ２番 熊 谷 良 夫 君 

 
３番 伊 藤 福 章 君  ５番 森 元 淑 雄 君  

 ６番 中 村 利 昭 君  ７番 吉 野   久 君 
 

８番 福 田   守 君  ９番 泉   美和子 君  

 １０番 泉   繁 夫 君  １１番 杉 澤 隆 一 君 
 

１２番 澁 谷 俊 二 君  １３番 深 澤   均 君  

 １４番 戸 澤   勉 君  １５番 熊 谷 隆 一 君 
 

１６番 飛 澤 龍右エ門 君  １７番 深 沢 義 一 君  

 １８番 髙 橋   猛 君  
 

 

欠席議員（１名） 

 
４番 武 藤   威 君  

 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  松 田 知 己 君  副 町 長  佐々木 敬 治 君 

総 務 課 長  高 橋   薫 君  企 画 財 政 課 長  本 間 和 彦 君 

税 務 課 長  髙 橋   潔 君  住 民 生 活 課 長  小 原 隆 昇 君 

福 祉 保 健 課 長  村 山 太 郎 君 農 政 課 長  深 澤 克太郎 君  

商工観光交流課長  髙 橋 一 久 君  建 設 課 長  鈴 木   隆 君 

農 業 委 員 会会 計 管 理 者 兼 
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出 納 室 長 
 藤 田 信 晴 君  

事 務 局 長
 杉 澤   哲 君 

教 育 次 長 兼
教 育 長 後 松 順之助 君 下 田   亮 君  

教 育 総 務 課 長

教 育 施 設 課 長  梅 山 正 之 君  生 涯 学 習 課 長 小 林 宏 和 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 

庶 務 班 長
事 務 局 長  照 井 智 則   

兼 議 事 班 長
 高 橋 幸 子   

主 査  小 西 輝 昭     
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          ◎開会及び開議の宣告 

○議長（髙橋 猛君） 定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成25

年第６回美郷町議会臨時会を開会いたします。 

ただちに会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

 

          ◎会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋 猛君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、１４番、戸澤 勉君、１５番、熊谷 隆一

君を指名いたします。 

 

          ◎会期の決定 

○議長（髙橋 猛君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

          ◎議長の諸般の報告 

○議長（髙橋 猛君） 日程第３、議長の諸般の報告を行います。 

１として、町の監査委員より、例月出納検査平成25年５月分の結果報告がありました。 

２として、大曲仙北広域市町村圏組合議会出席議員より、平成25年第３回大曲仙北広域市町村

圏組合議会臨時会の概要報告がありました。 

３として、大仙美郷環境事業組合議会出席議員より、平成25年第１回大仙美郷環境事業組合議

会臨時会の概要報告がありました。 

４として、町長より、六郷開発株式会社の平成24年度の経営状況及び平成25年度事業計画を説
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明する書類の提出がありました。それぞれその写しを皆さんのお手元に配付しております。それ

をもって報告にかえさせていただきます。 

 

          ◎町長の招集あいさつ 

○議長（髙橋 猛君） 日程第４、町長の招集あいさつを行います。 

本臨時会の招集に当たって、町長より招集あいさつの申し出がありましたのでこれを許しま

す。町長 松田知己君、登壇願います。 

○町長（松田知己君） おはようございます。 

平成25年第６回美郷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位にはご出席をいただきお

礼申し上げます。開会にあたり、提出いたしました議案の概要をご説明申し上げ、招集のあいさつ

といたします。 

報告第８号及び報告第９号「専決処分事項の報告について」ですが、町道走行中の車両損壊の賠

償事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて専決処分いたしましたので、ご報告する

ものです。 

議案第４８号「平成２５年度美郷町一般会計補正予算第４号」についてですが、雪害による町民

の森公衆トイレの屋根修繕の追加及び保険金の受け入れ、雪害死亡事故に対する弔慰金の追加及び

県からの負担金の受け入れ、風疹予防接種費用に対する県補助金の追加及び接種費用を直接医療機

関に支払うための予算の一部組み替え、雪害による北学校給食センターの屋上空調配管の改修工事

費の追加など、歳入歳出予算の補正について、お諮りするものです。 

以上、提出議案の概要につきましてご説明いたしました。 

なお、提出議案の詳細につきましては各担当課長に説明させますので、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げ、招集のあいさつといたします。 

 

 

          ◎報告第８号の上程、説明 

○議長（髙橋 猛君） 日程第５、報告第８号 専決処分事項の報告についてを上程いたします。 

  議案を朗読します。事務局長。 

          （事務局長朗読） 
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○議長（髙橋 猛君） 内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（高橋 薫君） 報告第８号について説明いたします。２ページ専決処分書をお願いし

ます。ことし●●●●に●●●●●●●●●●●●●●●●●●において発生した車両破損事

故について６月11日に示談が成立し、６月13日に専決処分したので報告するものです。相手方

は、●●●●●●●●●●●●●●●●●さんです。事故の概要ですが、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●でございます。６月11日に、３の損害賠償額及び和解の要旨の記載の内容で示談が成立してお

ります。損害額については、今回の補正予算に賠償金として計上しており、また全額保険対象と

なり、相当分を雑入に計上しております。なお、過失割合は50パーセントとなっております。 

  以上ででございます。 

○議長（髙橋 猛君） これで報告第８号の説明が終わりました。 

 

 

          ◎報告第９号の上程、説明 

○議長（髙橋 猛君） 日程第６、報告第９号 専決処分事項の報告についてを上程いたします。 

  議案を朗読します。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（髙橋 猛君） 内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（高橋 薫君） 報告第９号についてご説明いたします。４ページ専決処分書をお願い

します。ことし●●●●に●●●●●●●●●●●●●●●●●において発生した車両破損事

故について６月21日に示談が成立し、６月24日に専決処分をしたので報告するものです。相手方

は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●さんです。事故の概要ですが、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●でございま

す。６月21日に、３の損害賠償額及び和解の要旨の記載の内容で示談が成立しております。損害

額については、今回の補正予算に賠償金として計上しており、また全額保険対象となり、相当分

を雑入に計上しております。なお、過失割合は50パーセントとなっております。 

  以上ででございます。 

○議長（髙橋 猛君） これで報告第９号の説明が終わりました。 
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          ◎議案第４８号の上程、説明、質疑、討論、表決 

○議長（髙橋 猛君） 日程第７、議案第48号 平成25年度美郷町一般会計補正予算第４号を上程

し、議題といたします。 

  議案を朗読します。事務局長。 

          （事務局長朗読） 

○議長（髙橋 猛君） 提案理由並びに内容の説明を求めます。企画財政課長から順次説明願いま

す。 

○企画財政課長（本間和彦君） 議案第48号 平成25年度美郷町一般会計補正予算第４号について

ご説明いたします。今回の補正の内容でございますが、2,249万円を追加するものでございます。

 歳入からご説明いたします。11ページをお願いいたします。９款１項１目地方交付税でござい

ますが、今回の補正財源として1,350万9,000円の普通交付税を充当するものでございます。 

○住民生活課長（小原隆昇君） 14款１項２目１節災害救助費負担金は、今冬の豪雪災害により亡

くなられた方２名に対する災害弔慰金の国及び県の負担分です。詳細につきましては歳出におい

てご説明いたします。 

○福祉保健課長（村山太郎君） ２項３目衛生費県補助金でございますけれども、120万円の補正予

算を組んでおりまして、これは風疹予防接種への助成事業をいま町の方でやらせていただいてい

るものに対しまして県からの補助が予算化されましたので県の補助金を受け入れるということで

計上させていただいているものでございます。 

○総務課長（高橋 薫君） 19款５項５目１節保険金受入金ですが、報告第８号・第９号で説明し

た車両損壊事故に係る賠償保険・保険金、町民の森トイレにおける雪害に対する建物保険金、こ

の２つでございます。 

○福祉保健課長（村山太郎君） 歳出でございます。３款１項２目障害者福祉費でございますけれ

ども、19節におきまして37万2,000円計上させていただいております。これは障がい者の方が運転

免許証取得に係る費用のうち10万円を限度として支給するもので、１件申請がございましたので

その分でございます。また、住宅改修費給付事業につきましても障がい者の方が住宅改修を行う

際、20万円を限度として支給するもの、これに２件申請が出てきておりますので、この分につい

て計上させていただいているものでございます。 

○住民生活課長（小原隆昇君） ４項１目災害対策費20節扶助費ですが、今冬の豪雪災害により町
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内で２名の方が亡くなられ、ご遺族に災害弔慰金として500万円ずつを支給するものでございま

す。支出の根拠ですが、美郷町災害弔慰金の支給等に関する条例でございます。記録の範囲では

支出された記録がございませんでしたので、制度について議案資料集にてご説明をいたします。

資料集１ページをお開きいただきます。どのようなときに制度の対象となるかでございますが、

中段（２）の対象災害４つが示されております。今冬の豪雪災害は４番目の「災害救助法が適用

された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上ある場合」に該当します。今冬の豪雪では、

新潟県・山形県・北海道で災害救助法が適用されましたので、同法の適用がなかった本県でも災

害弔慰金・災害障害見舞金の対象となったものでございます。費用負担につきましては下段の

（５）にございますが国分は県を通じて支払われることになってございまして、先般県で予算措

置されたことを受けて予算計上をするものでございます。 

○福祉保健課長（村山太郎君） 続きまして４款１項２目予防費でございます。こちらにつきまし

ては13節委託料とその下でございます19節負担金補助及び交付金、これがワンセットになってお

りまして、先の議会において582万円、負担金補助及び交付金で予算化していただいたものでござ

います。これにつきましては本人への直接払いというものを想定して予算化いたしましたけれど

も、今回医療機関と委託契約を結ぶことができましたのでこのうちの約９割分、540回分につきま

して町から医療機関への直接払いができるよう委託費に523万8,000円を振り替えるということで

ございます。 

○建設課長（鈴木 隆君） ８款２項１目22節補償補填及び賠償金ですが、報告第８号・第９号の

件につきまして修繕料の一部を賠償するため、補正をお願いするものでございます。４項２目15

節工事請負費ですが、町民の森公衆トイレの屋根の一部が雪により破損したため、修繕工事を行

いたく補正をお願いするものでございます。 

○教育施設課長（梅山正之君） 次の10款６項３目学校給食費15節工事請負費の給排水冷暖房衛生

設備工事でございます。第４回町議会臨時会において補正をいただいております北給食センター

の厨房用の空調設備配管の改修工事設計業務が完了いたしましたので、給食業務に影響しないよ

うに抜本的な改善工事を長期休業の夏休み期間に集中実施いたしたく補正をお願いするものでご

ざいます。工事の概要でありますが、雪害により破損している保護カバー・吊管などの取りかえ

は勿論でございますが、雪によりストレスを受けております１系統18.7メートルございますが、1

4系統260メートルの配管の取りかえと冷媒注入作業がございます。また、今後雪害を受けないよ

うメッキ加工した鉄骨を組んで管に直接雪加重が乗らないようにエクスパンダメタルで管を保護
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いたし、改善を施すものでございます。強度的には平成24年度の積雪に耐えうるものであります

が、今後こういう積雪があった場合は従来では雪を除くことが困難な状況にございましたが今回

の改修工事で雪下ろしで対応できるものとしてございます。以上であります。 

○議長（髙橋 猛君） 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑ありませんか。７番 吉野 久君。 

○７番（吉野 久君） ７番。賠償金のことについてお伺いいたしますけれども、いずれも道路管

理上の問題だと思います。この事故のあった後、どういう対応をしたのかをお聞きいたします。 

○議長（髙橋 猛君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木 隆君） 道路管理上の件につきましては、通常のパトロール等を実施いたしま

して、道路の陥没、破損、今回ありましたスノーポールの状況等、また立ち木等の邪魔になる枝

払いを行っているところであります。この事故が発生した後につきましては再度それぞれ確認し

ながら、道路補修につきましては第１期工事分として全域の補修を終了しております。その後発

生する件につきましては随時対応してまいりたいというふうに考えておりますし、またスノーポ

ール等につきましては撤去、あるいは伸縮するものは短くしていたり、そういう対応をしており

ます。以上でございます。 

○議長（髙橋 猛君） 他に質疑ありませんか。９番 泉 美和子君。 

○９番（泉 美和子君） 風疹予防接種ですけども、今までどれくらいの方が受けられているかお

願いします。 

○議長（髙橋 猛君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（村山太郎君） こちらの事業につきましては、７月１日より町の事業として行わ

れております。現在の申込状況ございますけれども女性ご本人の方から６名、昨日現在で申し込

みをいただいているところでございます。４月から６月に受けた方も対象にしておりますけれど

も、こちらについては今のところまだ還付の申請は来ていないという状況でございます。 

○議長（髙橋 猛君） 他に質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 討論なしと認めます。 
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  議案第48号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第48号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋 猛君） 異議なしと認めます。よって、議案第48号 平成25年度美郷町一般会計補

正予算第４号は原案のとおり決しました。 

 

           ◎閉会の宣告 

○議長（髙橋 猛君） 以上で本臨時会に上程されました議案の審議は終了いたしました。 

  これをもちまして、平成25年第６回美郷町議会臨時会を閉じます。 

ご苦労様でした。 

  

（午前１０時１９分） 
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